
県庁舎第一駐車場(正面玄関側)及び関係者駐車

場(自治会館南側)は、「県庁舎敷地有効活用事業」

の工事に伴い、運用を終了しました。 
 

物品納入や入札参加にあたっては、一時間以内の

場合は，第二駐車場(南館東側)を利用してください。

（一時間超は有料） 
 

但し、用務が一時間を超

える見込の場合は、南館

南側の駐車スペース（右図

参照）を利用してください。 


